
新 旧 対 照 表

静岡県肝炎ウイルス検査陽性者等重症化予防推進事業実施要綱の制定

従 前 の 要 領 要 綱

第１～第５ （略）

第６ 検査費用助成事業の内容

１ （略）

２ 実施方法

１の対象者が保険医療機関において初回精密検査又は定期検査を受診し、医療保険関係法の規定による医療に関

する給付を受けた場合、下記３から６により対象者が負担した費用に対し助成する。なお、この費用の額は、医療

保険関係法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した検査費用の額の合計額から医療保

険関係法の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額とする。

ただし、１の(2)に該当する者については、１回につき、次の(1)に規定する額から(2)に規定する自己負担限度

額を控除した額とする。

(1) （略）

(2) 別表１に定める自己負担限度額

この場合、別表１甲又は乙に該当するかについては、６(2)アにより申請者から提出された課税等証明書等

により確認するものとする。なお、別表１に該当しない場合又は当該控除した額が零以下となる場合は助成

は行わない。

３～５ （略）

６ 検査費用の請求について

(1) 初回精密検査

対象者は、次に掲げる書類により知事に請求するものとする。

なお、保険医療機関の領収書又は診療明細書については、ウイルス性肝炎患者等重症化予防事業検査明細書

（様式第４号）により代えることができる。

ア 県保健所検査、県委託医療機関検査、市町肝炎ウイルス検診において陽性と判定された者の場合

(ｱ)～(ｵ) （略）

(ｶ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

（新設）

イ 職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合

(ｱ)～(ｶ) （略）

(ｷ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

（新設）

ウ 妊婦検診の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合

(ｱ)～(ｵ) （略）

(ｶ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

（新設）

エ 手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合

(ｱ)～(ｶ) （略）

(ｷ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

（新設）

(2) 定期検査

第１～第５ （略）

第６ 検査費用助成事業の内容

１ （略）

２ 実施方法

１の対象者が保険医療機関において初回精密検査又は定期検査を受診し、医療保険関係法の規定による医療に関

する給付を受けた場合、下記３から６により対象者が負担した費用に対し助成する。なお、この費用の額は、医療

保険関係法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した検査費用の額の合計額から医療保

険関係法の規定による医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額とする。

ただし、１の(2)に該当する者については、１回につき、次の(1)に規定する額から(2)に規定する自己負担限度

額を控除した額とする。

(1) （略）

(2) 別表１に定める自己負担限度額

この場合、別表１甲又は乙に該当するかについては、６(2)アの課税等証明書等により確認するものとする。

なお、別表１に該当しない場合又は当該控除した額が零以下となる場合は助成は行わない。

３～５ （略）

６ 検査費用の請求について

(1) 初回精密検査

対象者は、次に掲げる書類により知事に請求するものとする。

なお、保険医療機関の領収書又は診療明細書については、ウイルス性肝炎患者等重症化予防事業検査明細書

（様式第４号）により代えることができる。

ア 県保健所検査、県委託医療機関検査、市町肝炎ウイルス検診において陽性と判定された者の場合

(ｱ)～(ｵ) （略）

(ｶ) 医療保険の資格情報が確認できる資料

(ｷ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

イ 職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合

(ｱ)～(ｶ) （略）

(ｷ) 医療保険の資格情報が確認できる資料

(ｸ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

ウ 妊婦検診の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合

(ｱ)～(ｵ) （略）

(ｶ) 医療保険の資格情報が確認できる資料

(ｷ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

エ 手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者の場合

(ｱ)～(ｶ) （略）

(ｷ) 医療保険の資格情報が確認できる資料

(ｸ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

(2) 定期検査



ア 提出書類

対象者は、次に掲げる書類により知事に請求するものとする。ただし、請求は定期検査費用の支払日から１

年以内にしなければならない。

なお、(ｳ)又は(ｴ)については、ウイルス性肝炎患者等重症化予防事業検査明細書（様式第４号）により代え

ることができる。

(ｱ)～(ｷ) （略）

(ｸ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

（新設）

イ 自己負担限度額階層区分の認定

(ｱ) （略）

(ｲ)市町村民税課税年額の算定に当たっては、次に定めるところによるものとする。

ａ 平成24年度以降分の市町村民税課税年額の算定に当たっては、「控除廃止の影響を受ける制度等（厚

生労働省健康局所管の制度に限る。）に係る取り扱いについて」（平成23年12月21日健発1221第８号

厚生労働省健康局長通知）により計算を行うものとする。

ｂ 平成30年度以降分の市町村民税課税年額の算定に当たっては、市町村民税所得割の納税義務者が地

方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市の区域内に住所を有する場合につ

いては、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成29年法律第２号）第１条によ

る改正前の地方税法に規定する市町村民税所得割の標準税率（６％）により算定を行うものとする。

ｃ 平成30年９月以降において、申請者を含む世帯構成員のいずれかが、未婚のひとり親として、地方税

法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をし

ていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母とな

った女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当することとなる者又

は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでな

い者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していな

いもの」と読み替えた場合に同号に該当することとなる者であるときは、その者を同項第11号イに定め

る寡婦又は同項第12号に定める寡夫とみなして、同法第295条第１項の規定により当該市町村民税が課

されないこととなる者として、又は同法第314条の２第１項第８号の規定による寡婦控除及び寡夫控除

並びに同条第３項の規定による特別寡婦控除が適用された場合の所得割額を用いることとして、算定を

行うことができるものとする。

ウ （略）

７ （略）

第７ （略）

別表 （略）

様式第１、２号 （略）

ア 提出書類

対象者は、次に掲げる書類により知事に請求するものとする。ただし、請求は定期検査費用の支払日から１

年以内にしなければならない。

なお、(ｳ)又は(ｴ)については、ウイルス性肝炎患者等重症化予防事業検査明細書（様式第４号）により代え

ることができる。

(ｱ)～(ｷ) （略）

(ｸ) 医療保険の資格情報が確認できる資料

(ｹ) 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類

イ 自己負担限度額階層区分の認定

(ｱ) （略）

(ｲ)市町村民税課税年額の算定に当たっては、次に定めるところによるものとする。

ａ 平成24年度以降に実施された定期検査分の市町村民税課税年額の算定に当たっては、「控除廃止の影

響を受ける制度等（厚生労働省健康局所管の制度に限る。）に係る取り扱いについて」（平成23年12月21

日健発1221第８号厚生労働省健康局長通知）により計算を行うものとする。

ｂ 平成30年度以降に実施された定期検査分の市町村民税課税年額の算定に当たっては、市町村民税所得

割の納税義務者が地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市の区域内に住所

を有する場合については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成29年法律第２

号）第１条による改正前の地方税法に規定する市町村民税所得割の標準税率（６％）により算定を行う

ものとする。

ｃ 平成30年９月以降から令和２年12月までの期間に実施された定期検査における市町村民税課税年額

の算定に当たっては、申請者を含む世帯構成員のいずれかが、未婚のひとり親として、地方税法（昭和

25年法律第226号）第292条第１項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない

者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子

であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当することとなる者又は同項第

12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政

令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもの」

と読み替えた場合に同号に該当することとなる者であるときは、その者を同項第11号イに定める寡婦又

は同項第12号に定める寡夫とみなして、同法第295条第１項の規定により当該市町村民税が課されない

こととなる者として、又は同法第314条の２第１項第８号の規定による寡婦控除及び寡夫控除並びに同

条第３項の規定による特別寡婦控除が適用された場合の所得割額を用いることとして、算定を行うこと

ができるものとする。

ウ （略）

７ （略）

第７ （略）

別表 （略）

様式第１、２号 （略）



様式第３号（表）

様式第３号（裏）、第３号の２、３ （略）

様式第３号（表）

様式第３号（裏）、第３号の２、３ （略）



様式第３号の４（表）

様式第３号の４（裏）～第８号 （略）

様式第３号の４（表）

様式第３号の４（裏）～第８号 （略）


